
建設職人基本法新潟県計画の変更について【概要】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【現状と課題】 
〇 本県における令和６年の業種別死亡災害は建設業が一番多く、８人となっており、労働災

害減少に向けた取組が必要 

〇 一人親方等は労働安全衛生法上の労働者には当たらないが、他の労働者と同じように作

業に従事しているため、安全及び健康の確保についての対応が必要 

〇 他産業に比べ高齢化が進む建設業では、将来を担う人材の確保・育成が喫緊の課題であ

り、そのためには週休２日の確保等の就業者の処遇改善等が重要 

 

① 建設工事の請負契約における経費の

適切かつ明確な積算等 

 

② 責任体制の明確化 

 

 

③ 建設工事の現場における措置の統一

的な実施 

 

④ 建設工事の現場の安全性の点検等  

 

 

⑤ 建設工事従事者の安全及び健康に関

する意識の啓発 

 

 

⑥ 墜落・転落災害の防止対策の充実強化 

 

⑦ 健康確保対策の強化 

 

 

⑧ 建設工事従事者の処遇の改善及び地

位の向上を図るための施策 

 

 

⑨ 人材の多様化に対応した建設現場の

安全確保、職場環境の改善 

 

【基本的な方針】 
１ 適正な請負金額、工期の設定 

２ 設計、施工等の各段階における安全・健康への措置 

３ 建設業者及び建設工事従事者の安全及び健康に関する意識の向上 

４ 建設工事従事者の処遇改善及び地位の向上 

 

・ 適正な予定価格の設定 

・ 適切な工期設定と発注時期の平準化 

 

・ 立入検査等による、元請負人と下請負人の

対等で適正な契約締結の指導徹底 

 

・ 「新潟県建設生産システム合理化指導要綱」

の作成・周知による適正な契約等の推進 

 

・ 建設企業向けセミナーの開催 

・ ＩＣＴ活用工事の推進 

 

・ 優秀な建設業者の表彰等による意識啓発 

・ 「にいがた健康経営推進企業」登録業者へ

の入札参加資格での加点 

 

・ 安全研修・訓練等に係る経費支援 

 

・ 県発注工事における熱中症やクマ対策に係

る現場経費の計上 

 

・ 県発注工事の請負業者（下請含む）への社

会保険等加入の義務付け 

・ 総合評価におけるＷＬＢ推進企業への加点 

 

・ 県発注工事における現場環境改善に係る経

費支援 

【総合的かつ計画的に講ずべき施策】 

施策項目 新潟県における取組 

 

【県計画の推進体制と見直しについて】 
〇「新潟県建設産業活性化プラン」を踏まえた各種施策への取組を推進 

〇 関係団体との情報交換等を行いながら、連携を強化し、取組をさらに推進 

国の基本計画や「新潟県建設産業活性化プラン」の改訂状況等を踏まえ、 

必要に応じ、新潟県計画の点検・見直しを図る 


